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【刑 法】 

 
 

A と B は、共通の知人である X 宅で対談中であったが、ささいなことから口論となり、

A・B ともに激昂し始めたところ、B が突然にナイフのようなものを振りかざして A に襲い

かかってきた。このため、A は咄嗟に X 宅に置いてあったゴルフクラブを手に取り、B に

反撃し B に３週間の加療を要する怪我を負わせてしまった。その際、A は X 氏所有のゴル

フクラブ（時価１０万円相当）を破損してしまった。 
A の刑事責任を論述せよ。 
 


